
カ
ト

カ
ト
ウ
コ
レ
ノ
プ
加
藤

慢

寅

辺

都
舵
介
、
初

め
ん
十
右
術
門
。
仰
山
と
川
抗
し
た
。
箆
永
二
年
突
直
長

の
後
山
町
問
問
ぎ
、
四
百
石
を
賜
は
り
、
綱
紀
以
下
七
侠

に
雌
仕
し
た
。
天
明
二
年
秋
夜
、
年
八
十
一
一
。
般
市
山

・
副
都
青
好
み
て
大
地
昌
吉
に
従
遊
し
、
関
山
私
犯
の

お
が
あ
る
。

カ
ト
ウ
ゴ
ン
ベ
エ
加
藤
権
兵
衛
点
字
四
年
前

川剖
綱
紀
に
話
出
さ
れ
、
新
知
百
五
十
石
を
受
け
組
外

に
班
し、

元
職
七
年
出
銀
奉
行
に
任
じ
、
詑
永
元
年

一一月間担。

子
係
樹
綴
い
で
滞
に
仕

へ
る
。

カ
ト
ウ
サ
ト
ア
リ
加
議
里
有

活
様
米
女
。
寛

政
六
年
義
父
取
直
の
後
を
鎚
ぎ
、
幼
に
し
て
三
分
の

一
党
領
し
た
が
、
事
利
ご
年
に
京
っ
て
本
総
千
一
仇
百

石
4vrem出
い
だ
。
文
政
四
年
続
出
腕
火
泊
役
と
な
り
.
天

保
七
年
仰
に
純
武
郎
官
邸
干
者
町
四
し
、
亦
明
倫
uV

阜
の
都

に
奥
り
、
十
一
年
先
間
関
に
料
じ
た
が
賀
県
般
の
如

く
で
あ
っ
た
。
弘
化
二
年
八
月
十
九
日
王
十
八
段
そ

以
て
裂
。

カ
ト
ウ
サ
ト
シ
ゲ
加
藤

里

霊

小

宰
は
三
平
、

後
に
大
炊
助
・
石
見
・
叉
抗
郎
・左
衛
門
・劇
部
と
都
し

た
。
回
出
張
に
生
ま
れ
、
六
歳
の
時
父
に
従
う
て
加
賀

に
従
り
、
前
川
利
口
叫
に
仕
へ
て
品
開
八
百
四
川
を
賜
は

り
、
近
割
問
と
な
っ
た
。
次
い
で
大
型
寺
の
役
に
出
陣

し
て
功
を
立
て
、
殴
長
七
年
世
〈
の
夜
径
三
千
石
を
製

ぎ
、
人
持
組
に
列
し
、
十
九
年
大
坂
の
役
に
奮
闘
し

て
創
を
受
け
、
後
の
役
に
亦
敵
格
と
合
給
し
て
傷
つ

き
、
阿
部
丸
に
入
っ
て
式
孫
に
政
火
し
た
。
覧
永
十

八
年
江
戸
町
国
守
何
役
と
な
り
、
誠
治
二
年
二
月
間
虫
、

巳白ー
、μ
10

2
1
F

ノ
「

カ
ト
ウ
サ
ト
ミ
チ
加
藤
里
路

幼

tng久
松
、

後
に
修
理
・阿

U
o
鋭
は
維
の
展
。
天
保
十
一
正
十
且

金
調
仲
に
主
ま
れ
、
弘
化
一
戸
年
失
望
有
の
経
世
受
け
て

1¥ 
O 

び
、
都
新
の
後
会
開
滞
賞
敬
掛
・耐
紙
仲い
由
民
数
使
・白

一
門
伊
向
、
初
内
松
之
助
制
ぎ
、
元
文
六
年
八
且
九
日

山
比
時
制
祉
宮
司

射
水
品
川
枇
宮
司
・
気
名
制
柑
宮
司

一
七
十
入
HM
所
以
て
m
H
し
、
跡
円
中
-
阪
は
ず
し
て
家
断

等
に
任
ぜ
ら
れ
、
附
年
金
却
に
町
』り
、
興
前
副
主
主
総
し
た
。

し
て
凶
m
q
h

何
時
じ
た
。

四
十
四
年
二
月
以
、
半
年
七

一

カ
ト
ウ
シ
ゲ
ユ
キ
加
藤
重
之

与
は
子
郎
、
蹴

イ
二
。
椛
の
誠
一
一イ
徐
容
の
辿
稲
が
あ
り
、
加
際
家

一
は
謙
治
由
州
、
イ
花
街
門
と
抑
制
し
た
。
文
京
次
の
ご
子
。

澗
似
・制
木
記
・尾
山
榊
社
編
年
間
官
誌
の
一
円
も
あ
ろ
。
制
限
読
の
別
問
後
、
民
の
尚
三
百
石
荷

訓
い
て
協
は

カ
ト
ウ
ザ
ン
火
燈
山

l
ヒ
ト
モ
シ
ヤ
マ
火

h
.
前
川
綱
紀
に品川

へ
て

お
迦
組
・
大
小
際
組
に
列

俄
山
(

江

泊

U

o

し

、
征
伐
元
年
大
小
昨
柿
円
と
な
り
、
持
弓
胤

・
狩

カ
ト
ウ
シ
ゲ
カ
ド
加
藤
重
康
初
め
山
左
術
門

J
間
凶
作
隔
て
、
元
除
一
一
~年
抽
出
器
行
に
進
み
、
九
年
百

後
宗
兵
衛
・石
見
O

V
A
は
刷
品
川
助
制
光
O

開
山
初
め
純
一
九
十
行
常
加

へ
、
計
四
引
出
十
石
や
受
け
た

o
E
徳

川
信
長
に
仕

へ
、
柴
川
勝
家
に
回
し
て
籾
山
峡
脅
泊

三
年
川
町
。
年
七
十
九
。

っ
た
。

引
家
滅
亡
の
後
丹
羽
長
努
に
闘
し
、
安
市
十

一

カ
ト
ウ
シ
ョ
ウ
ゲ
ン
加
藤

将

監

加

限
氏
は
能

三
年
依
ん
成
政
の
加
に
郎
じ
て
山
町
山
に
赴
〈
途
上、

一
時引の
M
N
氏
弘
代
の
'本
土
で
あ
っ
た
。
卒
脂
凶
年
初
品
川

松
任
に
於
い
て
前
川
利
長
に
仕

へ
、
次
い
で
設
相
叩
に

一
宗
仰
が
加
む
に
止
ハ
ル
ρ

入
れ
た
附
、
間
目
英
辿
は
之
に
服

従
っ
て
政
六
千
四
川
や
受
付
た
。
院
長
引
年
大
川
下
寺
攻
じ
て
仰
慨
に
向
か
・う
た
が
、

一
向

一
授
の
鈎
に
敗
や
一

城
の
際
航
奉
行
と
な
り
、
功
に
よ
っ
て
一
九
引
石
や
加
取
り
、
府
批
は
十
一
月
一
-
日
時
托
し
た
。
そ
の
子
仲
村

へ
ら
れ
、
計
三
千
五
百
石
荷
額

L
て
人
持
制
に
列

L
-慌
d
h
永
紘
一
一年一
一一月
一
日
羽
咋
郁
仰
木
の
椛
に
亦
死

た
が
‘
七
年
金
線
域
火
災
の
時
火
山
設
耐
拠
刷
出
の
伐
に

一
L
、
刷出に
そ
の
子
の
静
肢
は
若
ケ
円
売
紀
三
郎
と
い
う

創
宇
一
変
け
、
説
年
正
月
十
二
日
謹
に制
限
し
た
。

一
た
が
、
陪
長
十
抗
年
市
月
J
1
七
日
七
十
八
阪
で
裂
し

カ
ト
ウ
シ
ザ
ズ

Z

加
藤

霊

澄

市
一服
の
ご
叩
目
。

一
た
o
そ
の
向
に
米

K
が
あ
り
、
到
す
へ
十
一
年
長
向
辿

一
怖
は
前
政
。
幼
h

三
百
七
、
後
宗
兵
術
と
糾
し
た
。

一
が
幼
に
し
て
来
合加
盟
f
、、
に
及
び
そ
の
仰
と
な

b
、
子

隠
長
四
年
前
側
利
H
N

に
仕

へ
て
、
=
一一円
石
山
v
m聞は

-
高
山
川
焚
け
て
滞
米
の
川
に
及
ん
だ
。

。
、
取
年
大
間
帯
の
役
に
従
軍
し
、
七
年
八
火
の
也
知

一

カ
ト
ウ
ズ
シ
ヨ
ア
ゲ
チ
マ
チ
加
藤
図
書
上
地
町

の
内
部
)
白
石
及
び
川
県
設
の
凶
百
石
荷
受
け
て
山
削
除

一
一川政
九
年
の
地
子
川
町
煎
政
治
附
に
、
折
出
一
川
一
・邸

そ
召
上
げ
ら
れ
、
一河
和
大
坂
の
役
に
従
軍
し
て
軍
側

一
凶
川
・加
際
州
制
上
ザ
川
川
と
故
せ
て
あ
る
。

此
の
地

脅
彼
。
、
翌
年
功
荷
以
て
百
石
JV
加
へ
、
計
千
お
と

一
は
山
ヨ
お
か
ら
折
辿
締
へ
出
る
小
路
の
附
で
‘
後
に

な
っ
た
o
院
安
三
年
夜
、
年
六
十
六
。

一
問
判
…
川
と
呼
ん
で
ゐ
た
が
、
明
治
四
年
四
月
戸
籍
編

カ
ト
ウ
シ
ゲ
ハ
ル
加
藤
重
治
泊
都
県
市
郎
。

一
成
の
時
折
山
一
叫
に
邸
し
た
。

阿
部
里
震
の
子
。
出
泊
二
年
問
分
知
四
百
石
山
町
受
け
、
一

カ
ト
ウ
セ
イ
ザ
ヱ
モ
ン
加
蕊
湾
左
衛
門

卒
保

御
府
組
に
班
し
、
抱
文
元
年
大
小
腕
に
料
じ
、
鉱山口
r
一

三
年
奥
村
伊
限
守
の
胤
(
力
と
し
て
訊
問
さ
れ、

二
百

四
年
役
鋭
奉
行
に
任
じ
、
天
和
二
年
ま
た
仰
脳
細
と

一
石
h
y
節

L
、
W
H
保
巾
組
外
に
列
し
、
W
H
娃
三
年
裂
。

な
っ
て
役
儀
を
髭
ぜ
ら
れ
、
体
閣
と
凱

L
、
八
十

二

子
孫
制
腐
い
で
滞
に
仕
へ
る。

揮
を
以
て
元
障
王
年
に

E
L
t
o
そ
の
子
面
市
右
甜
一

-mト
ウ
h
F
ケ

サ

ト

加
産
量
里

宿
泊
僧

mm
倹
午
今

ι恥
州
明

白

次
郎
左
約
四
川
。
初
祢
泌
読
。
天
明
三
年
父
治
丘
(
術
の

也
知
二
百
石
を
受
け
、
ホ出
小
怖
に
任
じ
、
寛
政
一
一
年

七
且
五
イ
石
を
加

へ
、
御
使
椿
・物
以
前
に
照
任
L
、

文
化
周
年
十
一
月
制
閉
校
し
た
。

カ
ト
ウ
ト
ウ
ベ
エ
加
藤
藤
兵
衛

白

山
山
館
内

諾

ωは
、
内閉
山
椴
到
の
御
陪
所
た
る
山
町
U
て
‘
元
旅

関
前
を
山
拙
く
こ
と
が
な
か
っ
た
が
、
室
町
の
頃
か
ら

ヰ
尚
の
土
川掛
川山
藤
一関
兵
衛
と
い
ふ
者
保
印
刷
し
、
附

E

土
民
そ
川
刷
版
せ
し
め
て
恰
も
統
治
省
の
如
き
制
キ
一呈

し
た
。
然
る
に
永
正
巾
際
兵
術
は
土
溜
の
お
に
説
uで

ら
れ
、
そ
の
子
三
郎
助
十
一
政
に
し
て
逃
れ
て
品
村

の
厄
毘
孫
左
衛
門
に
誌
は
れ
た
が
、
後
石
川

m
w附

の
城
需
給
城
宗
弘
に
随
従
し
て
、
踏
を
則
直
と

m

L
.
大
永
元
年
宗
弘
の
提
そ
得
、
土
町
四
そ
腐
怒
し
て

牛
v
H
を
回
復
し
た。

カ
ト
ウ
ト
ウ
ベ
エ
加
藤
藤
兵
衛
明
出
口
元
4
白

山
々
強
賠
添
村
民
が
鎖
上
訓
嗣
の
納
取
を
行
は
号
と

し
た
時
、
牛
自
の
郷
長
加
限
際
兵
衛
は
、
牛
百

・
風

間
出
二
村
民
と
共
に
之
青
妨
山
首
し
た
。
こ
の
害
総
の
結

果
、
午
首
等
は
見
文
八
年
宇
一
以
て
出
府
関
に
附
し
た

が
、
際
兵
衛
は
従
来
日
間
々
の
私
山
が
あ
っ
た
服
で
、

同
年
公
儀
か
ら
追
放
や
一命
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
際
民
術

追
加
以
の
理
的
を
、
明
谷
川
か
ら
川
水
を
引
い
た
川
、

そ
の
政
用
支

へ
な
か
っ
た
結
、
れ
米
脅
潤
い
て
之
に

慌
て
た
況
で
あ
る
と
す
る
設
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
用
水
の
今
年
鋭
墜
と
い
ふ
岩
壁
に
は
文
字
が
蒋

ら
れ
て
ゐ
て
、
甚
だ
不
明
瞭
で
は
あ
る
が
、『
元
利
一山

年
口
且
吉
日
か
際
と
兵
へ
恕
滋
花
抑
、
か
と
口
縦
化

抑
』
と
約
め
る
か
ら
‘
初
め
て
制
務
し
た
の
は
先
代

の
際
兵
術
で
あ
ら
う
。
し
か
し
後
の
限
兵
術
が
そ
の

用
水
の
疏
泡
却
す
に
間
関
係
し
て
何
等
か
り
私
聞
が
な
か

っ
た
と
も
言
は
れ
な
い
。

由
ト
ウ
ト
キ
ヤ
ス

加

E
J時
雇
通
電
九
九
郎
。


